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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池セルに循環される電解液を貯留するタンクを備える電解液循環型電池であって、
　前記タンクの気相部の圧力を調整する圧力調整機構を備え、
　前記圧力調整機構は、前記タンクの外に設けられて、前記タンクの気相部の圧力変化に
追従して膨張及び収縮する圧力調整バッグを備える電解液循環型電池。
【請求項２】
　前記圧力調整機構は、前記タンクの気相部のガスを前記タンクの外へ排出するガス排出
機構を備える請求項１に記載の電解液循環型電池。
【請求項３】
　ガス供給導管を介して不活性ガスを含むフローガスを前記気相部に供給するガス供給機
構を備える請求項１又は請求項２に記載の電解液循環型電池。
【請求項４】
　前記圧力調整バッグは、前記ガス供給導管を介して前記気相部に連通している請求項３
に記載の電解液循環型電池。
【請求項５】
　前記圧力調整バッグを収納して、前記圧力調整バッグの膨張に伴う内圧を分担する収納
箱を備える請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の電解液循環型電池。
【請求項６】
　前記圧力調整バッグは、防食層と、その外周に形成される酸素遮断層とを有する積層材



(2) JP 6308366 B2 2018.4.11

10

20

30

40

50

を備える請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の電解液循環型電池。
【請求項７】
　前記圧力調整バッグの容積は、前記気相部の容積の１／３０以上１／２以下である請求
項１～請求項６のいずれか１項に記載の電解液循環型電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レドックスフロー電池などの電解液循環型電池に関する。特に、メンテナン
ス性に優れる圧力調整機構を備える電解液循環型電池、及びタンク内の圧力の調整可能範
囲が広い電解液循環型電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽光発電や風力発電といった自然エネルギー由来の電力を蓄電する大容量の蓄電池の
一つにレドックスフロー電池（ＲＦ電池）などの電解液循環型電池がある。ＲＦ電池は、
代表的には、交流／直流変換器を介して発電部（例えば、太陽光発電装置や風力発電装置
、その他一般の発電所など）と負荷（需要家など）との間に接続され、発電部で発電した
電力を充電して蓄え、蓄えた電力を放電して負荷に供給する。
【０００３】
　例えば図４のＲＦ電池の動作原理図に示すように、ＲＦ電池１００は、水素イオンを透
過させる隔膜１１で正極セル１２と負極セル１３とに分離された電池セル１０を備える。
正極セル１２には正極電極１４が内蔵され、かつ正極電解液を貯留する正極電解液タンク
２０が供給流路３０及び排出流路３２を有する循環路を介して接続されている。同様に、
負極セル１３には負極電極１５が内蔵され、かつ負極電解液を貯留する負極電解液タンク
２１が供給流路３１及び排出流路３３を有する循環路を介して接続されている。
【０００４】
　各タンク２０、２１内の電解液は、各供給流路３０、３１の途中に設けられたポンプ３
４、３５により各供給流路３０、３１から各セル１２、１３に供給され、各セル１２、１
３から各排出流路３２、３３を流通して各タンク２０、２１に排出されることで各セル１
２、１３に循環される。こうして電解液を循環し、正極電解液に含まれるイオンと負極電
解液に含まれるイオンの酸化還元電位の差を利用して充放電を行う。図４では、各極電解
液に含まれるイオンとしてバナジウムイオンを示しており、実線矢印は充電、破線矢印は
放電を意味する。
【０００５】
　各タンク２０、２１は、電解液の酸化防止のため、大気の侵入を遮断するように密封さ
れている。各タンク２０、２１の気相部２０ｇ、２１ｇは、気相部２０ｇ，２１ｇの温度
が低下したり、電解液の液面が循環開始時に下降して気相部２０ｇ，２１ｇの容積が増加
したりすると、負圧（大気圧よりも低い圧力）になる。一方、電解液の温度が上昇したり
、気相部２０ｇ、２１ｇの容積が減少したりすると、正圧（大気圧よりも高い圧力）にな
る。この正圧・負圧に伴ってタンク２０、２１が過度に変形（膨張・収縮）すれば、タン
ク２０、２１が損傷する虞があり、特に、変形（膨張・収縮）が頻繁に繰り返し生じれば
、タンク２０、２１が損傷し易くなる。
【０００６】
　例えば、図４に示すように、特許文献１では、各タンク２０、２１の気相部２０ｇ、２
１ｇに各タンク２０、２１の天井壁から吊り下げられた呼吸袋（圧力調整バッグ）１１０
が設けられている（特許文献１参照）。呼吸袋１１０は、内部が大気と連通しており、気
相部２０ｇ、２１ｇが負圧になると、その内部に大気を吸い込んで膨張することで気相部
２０ｇ、２１ｇの容積を減少させて気相部２０ｇ、２１ｇの圧力を上昇させる。一方、気
相部２０ｇ、２１ｇが正圧になったとき、呼吸袋１１０の内部の気体を大気に排出して収
縮することで気相部２０ｇ、２１ｇの容積を増加させて気相部２０ｇ、２１ｇの圧力を低
下させる。そうして、気相部２０ｇ、２１ｇの正圧・負圧に伴うタンク２０、２１の膨張
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・収縮を抑制する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１７５８２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述のようにタンク内に圧力調整バッグが設けられていることで、圧力調整バッグのメ
ンテナンスが非常に煩雑になる。圧力調整バッグが正常に動作しているかの目視確認や圧
力調整バッグの交換は、タンクを開けて行う。タンクを開けるには、電解液の酸化防止の
ためにＲＦ電池を放電する必要があるからである。
【０００９】
　また、タンク内に配置される圧力調整バッグでは、気相部の圧力の調整可能範囲が狭い
。圧力調整バッグの容積は、タンクの気相部の容積に制約されるからである。
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、その目的の一つは、メンテナンス性に優
れる圧力調整機構を備える電解液循環型電池を提供することにある。
【００１１】
　本発明の別の目的は、タンク内の圧力調整可能範囲が広い電解液循環型電池を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様に係る電解液循環型電池は、電池セルに循環される電解液を貯留するタ
ンクを備える。この電解液循環型電池は、タンクの気相部の圧力を調整する圧力調整機構
を備える。そして、圧力調整機構は、タンクの外に設けられて、タンクの気相部の圧力変
化に追従して膨張及び収縮する圧力調整バッグを備える。
【発明の効果】
【００１３】
　上記電解液循環型電池は、圧力調整バッグのメンテナンス性に優れる。また、設ける圧
力調整バッグの容積に制約が少ない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施形態１に係るレドックスフロー電池の圧力調整機構を示す概略構成図である
。
【図２】実施形態２に係るレドックスフロー電池の圧力調整機構を示す概略構成図である
。
【図３】実施形態３に係るレドックスフロー電池の圧力調整機構とガス供給機構とを示す
概略構成図である。
【図４】レドックスフロー電池の動作原理図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　《本発明の実施形態の説明》
　最初に本発明の実施態様の内容を列記して説明する。
【００１６】
　（１）本発明の一態様に係る電解液循環型電池は、電池セルに循環される電解液を貯留
するタンクを備える。この電解液循環型電池は、タンクの気相部の圧力を調整する圧力調
整機構を備える。そして、圧力調整機構は、タンクの外に設けられて、タンクの気相部の
圧力変化に追従して膨張及び収縮する圧力調整バッグを備える。
【００１７】
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　上記の構成によれば、圧力調整バッグのメンテナンス性に優れる。タンクの外に圧力調
整バッグを設けることで、圧力調整バッグが正常に動作しているかの目視確認や圧力調整
バッグの交換は、タンクを開けることなく行える。タンクを開ける必要がないため、電解
液の酸化防止のためにＲＦ電池を放電する必要がないからである。
【００１８】
　また、圧力調整バッグの設置箇所をタンクの内とする場合に比べ圧力調整バッグの容積
の制約が少ない。
【００１９】
　タンクの内に圧力調整バッグを設ける場合とタンクの大きさ及び圧力調整バッグの容積
が同じ場合、電解液の量を多くすることができる。そのため、電池容量を多くできる。
【００２０】
　タンクの内に圧力調整バッグを設ける場合とタンク内の電解液の量及び圧力調整バッグ
の容積が同じ場合、タンクの大きさを小さくできる。そのため、タンクの設置スペースを
小さくでき、余ったスペースを有効活用できる。
【００２１】
　（２）上記電解液循環型電池の一形態として、圧力調整機構は、タンクの気相部のガス
をタンクの外へ排出するガス排出機構を備えることが挙げられる。
【００２２】
　上記の構成によれば、ガス排出機構を備えることで、気相部の正圧を良好に抑制できる
。また、ガス排出機構により気相部の正圧を抑制できることで、圧力調整バッグを気相部
の負圧抑制専用にできる。そのため、正圧及び負圧を効果的に抑制できる。特に、圧力調
整バッグを気相部の負圧抑制専用にできることで、圧力調整バッグが正圧抑制及び負圧抑
制の両方を兼ねる場合と圧力調整バッグの容積が同じ場合、負圧の抑制可能範囲を広くで
きる。
【００２３】
　（３）上記電解液循環型電池の一形態として、ガス供給導管を介して不活性ガスを含む
フローガスを気相部に供給するガス供給機構を備えることが挙げられる。
【００２４】
　上記の構成によれば、ガス供給機構を備えることで、タンクの気相部にフローガスを供
給して気相部に充満する発生ガスを希釈できる。そのため、例えば、上述のガス排出機構
などを備えていれば、発生ガスを低濃度の状態で大気中に排出できる。発生ガスとは、電
解液中に混入している不純物の影響等に伴って発生するガスをいう。こうしてタンク内を
換気すれば、タンク内に有害な発生ガスが滞留することを抑制できる。特に、常時、フロ
ーガスを供給し続ければ、気相部の発生ガスを常に低濃度の状態に保っていられる。
【００２５】
　（４）上記電解液循環型電池の一形態として、ガス供給機構を備える場合、圧力調整バ
ッグは、ガス供給導管を介して気相部に連通していることが挙げられる。
【００２６】
　上記の構成によれば、ガス供給導管により気相部へフローガスが供給されているため、
圧力調整バッグが気相部に直接連結されている場合に比較して、電解液の構成材料（例え
ば硫酸）を含むミストの圧力調整バッグ内への逆流を抑制し易い。そのため、圧力調整バ
ッグに上記ミストにより孔が開くなどの損傷を抑制できる。
【００２７】
　（５）上記電解液循環型電池の一形態として、圧力調整バッグを収納して、圧力調整バ
ッグの膨張に伴う内圧を分担する収納箱を備えることが挙げられる。
【００２８】
　上記の構成によれば、圧力調整バッグの内圧を分担する収納箱を備えることで、圧力調
整バッグの破裂を効果的に抑制できる。また、収納箱に圧力調整バッグの内圧を分担させ
られるので、圧力調整バッグの材質に耐圧性の低い材料を用いることができ、圧力調整バ
ッグの材料選択の自由度を高められる。更に、圧力調整バッグを機械的に保護できる。
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【００２９】
　（６）上記電解液循環型電池の一形態として、圧力調整バッグは、防食層と、その外周
に形成される酸素遮断層とを有する積層材を備えることが好ましい。
【００３０】
　上記の構成によれば、防食層を備えることで、仮に、電解液の構成材料を含むミストな
どが圧力調整バッグ内に混入しても、圧力調整バッグの腐食を抑制できる。そのため、圧
力調整バッグに孔が開くなどの損傷が生じることを抑制できる。
【００３１】
　防食層の外周に酸素遮断層を備えることで、大気（酸素）が圧力調整バッグ内に侵入す
ることを抑制できる。そのため、大気が圧力調整バッグから気相部へ送られることがなく
、電解液の酸化を抑制できる。
【００３２】
　（７）上記電解液循環型電池の一形態として、圧力調整バッグの容積は、気相部の容積
の１／３０以上１／２以下であることが挙げられる。
【００３３】
　上記の構成によれば、圧力調整バッグの容積を気相部の容積の１／３０以上とすること
で、圧力調整を効果的に行える。圧力調整バッグの容積を気相部の容積の１／２以下とす
ることで、圧力調整バッグの設置スペースが大きくなり過ぎない。
【００３４】
　《本発明の実施形態の詳細》
　本発明の実施形態の詳細を、以下に図面を参照しつつ説明する。なお、本発明はこれら
の例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均
等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。ここでは、電解液
循環型電池としてレドックスフロー電池（ＲＦ電池）を例に説明する。
【００３５】
　〔実施形態１〕
　実施形態１に係るＲＦ電池は、図４を用いて説明した従来のＲＦ電池１００と同様、電
池セル１０と、正極セル１２に循環させる正極電解液を貯留するタンク２０と、負極セル
１３に循環させる負極電解液を貯留するタンク２１とを備える。各極電解液の循環は、各
循環路（供給流路３０、３１、排出流路３２、３３）を介して、それらの途中に設けたポ
ンプ３４，３５により行う。実施形態１に係るＲＦ電池の主たる特徴とするところは、タ
ンクの気相部の圧力を調整する圧力調整機構が、タンクの外に設けられる圧力調整バッグ
を備える点にある。即ち、実施形態１に係るＲＦ電池は、タンク周辺の構成が従来のＲＦ
電池と異なるため、以下の説明は、図１（適宜図４）を参照してその相違点を中心に行う
。従来と同様の構成については、図４と同一符号を付してその説明を省略する。
【００３６】
　［圧力調整機構］
　圧力調整機構４Ａは、各タンク２０，２１の気相部２０ｇ、２１ｇの圧力を調整する。
ここでは、圧力調整機構４Ａは、各タンク２０，２１の気相部２０ｇ、２１ｇの圧力変化
（正圧及び負圧）に追従して膨張及び収縮する圧力調整バッグ４０を備える。圧力調整バ
ッグ４０は、各タンク２０、２１の外に設けられており、気相部２０ｇ、２１ｇに連通す
る直通導管４１により各タンク２０，２１に接続されている。ここでは、各タンク２０，
２１に圧力調整バッグ４０を設けているが、両タンク２０，２１のいずれか一方にのみ圧
力調整バッグ４０を設けても良い。
【００３７】
　　（圧力調整バッグ）
　圧力調整バッグ４０は、膨張及び収縮により気相部２０ｇ、２１ｇの圧力を調整するこ
とで、各タンク２０、２１の過度な変形（膨張及び収縮）を抑制して各タンク２０，２１
の破裂や凹みを抑制する。圧力調整バッグ４０は、気相部２０ｇ、２１ｇの正圧抑制及び
負圧抑制の両方の機能を併せ持つ。
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【００３８】
　　　〈正圧抑制〉
　圧力調整バッグ４０により正圧を抑制する場合、例えば、圧力調整バッグ４０を収縮さ
せた状態としておくことが挙げられる。圧力調整バッグ４０は、気相部２０ｇ、２１ｇが
正圧（例えば大気圧よりも０．１ｋＰａ～１０ｋＰａ高い圧力）になると、図１の太破線
矢印に示すように、気相部２０ｇ、２１ｇのガスを吸い込み膨張する。このガスは、通常
、後述する不活性ガスである。そうして、気相部２０ｇ，２１ｇの圧力を大気圧付近に低
下させる。気相部２０ｇ、２１ｇが正圧になるのは、例えば、外気温の影響や、気相部２
０ｇ、２１ｇの温度が上昇したり、電解液の液面上昇により気相部２０ｇ、２１ｇの容積
が減少したりすることなどが挙げられる。
【００３９】
　　　〈負圧抑制〉
　圧力調整バッグ４０により負圧を抑制する場合、圧力調整バッグ４０内には、不活性ガ
スを貯留させておく。圧力調整バッグ４０は、気相部２０ｇ、２１ｇが負圧（例えば大気
圧よりも０．１ｋＰａ～１０ｋＰａ低い圧力）になると、図１の太実線矢印に示すように
、収縮して圧力調整バッグ４０内の不活性ガスを気相部２０ｇ、２１ｇへ供給する。そう
して、気相部２０ｇ，２１ｇの圧力を大気圧付近に上昇させる。気相部２０ｇ、２１ｇが
負圧になるのは、気相部２０ｇ、２１ｇの温度が低下したり、電解液の液面が循環開始時
に下降するなどで気相部２０ｇ、２１ｇの容積が増加したりすることなどが挙げられる。
【００４０】
　不活性ガスとしては、例えばアルゴンやネオンなどの希ガスや、窒素などを挙げること
ができる。特に、窒素は、容易に入手可能で、安価であるため、好ましい。
【００４１】
　圧力調整バッグ４０の設置箇所は、上述のように各タンク２０、２１の外である。各タ
ンク２０、２１の外に圧力調整バッグ４０を設けることで、タンク２０、２１の内に設け
る場合に比較して、圧力調整バッグ４０のメンテナンス性を高められる。各タンク２０、
２１の外に圧力調整バッグ４０を設けることで、圧力調整バッグ４０が正常に動作してい
るかの目視確認や圧力調整バッグ４０の交換は、タンク２０、２１を開けることなく行え
る。このようにタンク２０、２１を開ける必要がないため、電解液の酸化防止のためにＲ
Ｆ電池を放電する必要がないからである。また、設ける圧力調整バッグ４０の容積に制約
が少ない。圧力調整バッグ４０の設置箇所をタンク２０、２１の内とする場合に比べて、
圧力調整バッグ４０の容積が気相部２０ｇ，２１ｇの容積に制約されることが無いからで
ある。タンク２０、２１の内に設ける場合とタンク２０、２１の大きさ及び圧力調整バッ
グ４０の容積が同じ場合、電解液の量を多くすることができる。タンク２０、２１の内に
設ける場合とタンク２０，２１内の電解液の量及び圧力調整バッグ４０の容積が同じ場合
、タンク２０、２１の大きさを小さくできる。
【００４２】
　　　〈構造・材質〉
　圧力調整バッグ４０は、単一層のシート材で構成してもよいが、複数の層を積層した積
層材を備えることが好ましい。具体的には、防食層４０ａと、その外周に形成される酸素
遮断層４０ｂとを有することが挙げられる。
【００４３】
　防食層４０ａは、電解液の成分（硫酸など）を含むミストなどで劣化して孔が開くなど
の損傷を防止する。圧力調整バッグ４０の内部は、各タンク２０、２１の気相部２０，２
１ｇと直通しており、電解液の成分（硫酸など）を含むミストが混入する可能性があるた
めである。
【００４４】
　防食層４０ａの構成樹脂は、電解液と反応せず、電解液に対する耐性に優れる樹脂が挙
げられる。具体的な樹脂は、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ
エチレン（ＰＥ）、及びポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）などが挙げられ、中で
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もＰＥが好適に利用できる。通常、ＰＥ樹脂は酸素透過率が高くて内部に酸素を侵入させ
易いが、後述する酸素遮断層４０ｂを備えることで防食層４０ａの構成材料にＰＥ樹脂を
用いることができる。ＰＥ樹脂としては、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）やリニアポリ
エチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）が挙げられる。
【００４５】
　防食層４０ａの厚みは、例えば、１００μｍ以上３００μｍ以下とすることができる。
防食層４０ａの厚みを１００μｍ以上とすれば、耐圧性を高められ、防食層４０ａの厚み
を３００μｍ以下とすれば、材料にもよるが可とう性や透明性を高め易い。
【００４６】
　酸素遮断層４０ｂは、外部から圧力調整バッグ４０内への酸素の侵入を抑制する。酸素
遮断層４０ｂは、防食層４０aの外周全周を覆う。
【００４７】
　酸素遮断層４０ｂの材質は、防食層４０ａよりも酸素透過率の低い材料が挙げられる。
酸素遮断層４０ｂを酸素透過率の低い材料で構成することで、防食層４０ａ内への酸素の
侵入を抑制できる。酸素透過率は、３００（ｃｃ・２０μｍ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ）以
下が好ましく、更には１（ｃｃ・２０μｍ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ）以下、特に０．１（
ｃｃ・２０μｍ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ）以下が好ましい。具体的には、酸素透過率の低
い材料であれば種類は問わず、金属材料、無機材料、及び有機材料から選択される１種以
上であればよい。金属材料は、アルミニウムやその合金、鉄やその合金、銅やその合金、
マグネシウムやその合金などが挙げられる。無機材料は、カーボンなどが挙げられる。有
機材料は、エチレン‐ビニルアルコール共重合樹脂（エチレン‐酢酸ビニルランダム共重
合体けん化物）、ポリ塩化ビニリデン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ナイロン６など
が挙げられる。特に、酸素遮断層４０ｂの材質は、エチレン‐ビニルアルコール共重合樹
脂が好ましい。
【００４８】
　酸素遮断層４０ｂの厚みは、例えば、２０μｍ以上３００μｍ以下とすることが好まし
い。酸素遮断層４０ｂの厚みを２０μｍ以上とすることで、酸素の侵入を良好に抑制でき
る。酸素遮断層４０ｂの厚みを３００μｍ以下とすることで、厚くなりすぎない。
【００４９】
　なお、圧力調整バッグ４０は、複数の防食層４０ａを備えたり、複数の酸素遮断層４０
ｂを備えたり、酸素遮断層４０ｂの外周に単層または多層の保護層を形成したりできる。
酸素遮断層４０ｂの外周に保護層を備えれば、酸素遮断層４０ｂを機械的に保護できる。
保護層の材質は、ＬＤＰＥなどの防食層４０ｂと同様の樹脂の他、ポリアミド（ＰＡ）、
架橋ＰＥ、高密度ＰＥ、エポキシなどの樹脂とすることができる。
【００５０】
　　　〈サイズ〉
　圧力調整バッグ４０の容積は、気相部２０ｇ、２１ｇの容積の１／３０以上１／２以下
が好ましい。圧力調整バッグ４０の容積を気相部２０ｇ、２１ｇの容積の１／３０以上と
することで、気相部２０ｇ、２１ｇの圧力調整を良好に行える。圧力調整バッグ４０の容
積を気相部２０ｇ、２１ｇの容積の１／２以下とすることで、圧力調整バッグの設置スペ
ースが大きくなり過ぎない。特に、圧力調整バッグ４０の容積は、気相部２０ｇ、２１ｇ
の容積の１／１０以上１／５以下が好ましい。圧力調整バッグ４０の容積は、圧力調整バ
ッグ４０の膨張可能な最大容積をいう。
【００５１】
　　　〈数〉
　圧力調整バッグ４０の数は、各気相部２０ｇ、２１ｇに対して単数としてもよいし、複
数としてもよい。複数とする場合、各圧力調整バッグ４０のサイズを小さくできる。複数
とする場合、複数の圧力調整バッグ４０の合計容積を気相部２０ｇ、２１ｇの容積の１／
３０以上１／２以下とすることが好ましい。
【００５２】
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　　（直通導管）
　直通導管４１は、圧力調整バッグ４０と気相部２０ｇ，２１ｇとを連通させる。直通導
管４１の一端が圧力調整バッグ４０に開口し、他端が気相部２０ｇ，２１ｇに開口してい
る。直通導管４１のサイズは、気相部２０ｇ，２１ｇの圧力が変化した際、圧力調整バッ
グ４０が素早く膨張及び収縮できるサイズであればよい。例えば、直通導管４１のサイズ
は、その長さと内径との兼ね合いにもよるが、長さが短く、内径は大きい方が好ましい。
直通導管４１のサイズは、実用的には、長さが１００ｍｍ以上１００００ｍｍ以下程度、
内径が５ｍｍ以上１００ｍｍ以下程度とすることができる。直通導管４１の材質は、圧力
調整バッグ４０の防食層４０ａと同様、耐食性に優れる材質が好適である。
【００５３】
　［収納箱］
　圧力調整バッグ４０の外周には、圧力調整バッグ４０を収納する収納箱６０を設けるこ
とが好ましい。収納箱６０は、圧力調整バッグ４０を機械的に保護できる。特に、収納箱
６０は、圧力調整バッグ４０の膨張に伴う内圧を分担するものであることが好ましい。そ
うすれば、圧力調整バッグの破裂を効果的に抑制できる。また、収納箱６０に圧力調整バ
ッグ４０の内圧を分担させれば、圧力調整バッグ４０の材質に耐圧性の低いものでも利用
できる。そのため、圧力調整バッグ４０の材料選択の自由度を高められる。
【００５４】
　圧力調整バッグ４０の内圧を収納箱６０に分担させるには、例えば、収納箱６０の大き
さが圧力調整バッグ４０の容積よりも小さいことが挙げられる。収納箱６０の大きさは、
圧力調整バッグ４０の容積の９８％以下が好ましい。収納箱６０の大きさは、圧力調整バ
ッグ４０の容積の８０％以上程度が挙げられる。図１では、説明の便宜上、収納箱６０を
圧力調整バッグ４０よりも大きく示している。
【００５５】
　収納箱６０は、機械的保護や圧力分担といった上記の機能を有した上で、その一部から
中の圧力調整バッグ４０が見える形態であることが好ましい。例えば、収納箱６０の少な
くとも一部を透明の部材で構成したり、収納箱６０の一部を格子状の部材で構成したりす
るなどが挙げられる。そうすれば、収納箱６０を空けなくても圧力調整バッグ４０を目視
確認し易い。
【００５６】
　収納箱６０の材質は、分担する圧力に耐えられる程度の強度を有する材質が挙げられる
。加えて、収納箱６０の設置箇所が屋外であれば、耐食性や耐候性に優れる材質が好まし
い。例えば、ステンレス鋼、ＰＶＣやＰＥ（特に、耐候性が高められたＰＶＣやＰＥの樹
脂組成物）などが挙げられる。
【００５７】
　〔作用効果〕
　実施形態１のＲＦ電池によれば、圧力調整バッグ４０を各タンク２０、２１の外に設け
ることで、圧力調整バッグのメンテナンス性に優れる。また、圧力調整バッグ４０を各タ
ンク２０、２１の外に設けることで、圧力調整バッグの容積の制約が少なく、圧力調整バ
ッグ４０による気相部２０ｇ，２１ｇの圧力の調整可能範囲を広くできる。タンク２０，
２１の内に圧力調整バッグ４０を設ける場合とタンク２０，２１の大きさ及び圧力調整バ
ッグ４０の容積が同じ場合、電解液の量を多くすることができる。そのため、電池容量を
多くできる。タンク２０，２１の内に圧力調整バッグ４０を設ける場合とタンク２０，２
１内の電解液の量及び圧力調整バッグ４０の容積が同じ場合、タンク２０，２１の大きさ
を小さくできる。そのため、タンク２０，２１の設置スペースを小さくでき、余ったスペ
ースを有効活用できる。
【００５８】
　〔実施形態２〕
　実施形態２として、図２に示すように、圧力調整機構４Ｂが、圧力調整バッグ４０を備
えることに加えて、各タンク２０、２１の気相部２０ｇ，２１ｇのガスを各タンク２０、
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２１の外に排出するガス排出機構５を備えることができる。即ち、実施形態２に係るＲＦ
電池は、ガス排出機構５を備える点が実施形態１のＲＦ電池と相違し、その他の構成は実
施形態１と同様である。実施形態２では、圧力調整バッグ４０を気相部２０ｇ、２１ｇの
負圧抑制に用い、ガス排出機構５を気相部２０ｇ、２１ｇの正圧抑制に用いる。以下、実
施形態１との相違点を中心に説明し、実施形態１と同様の構成については、図１と同一符
号を付してその説明を省略する。図２の太実線矢印は、気体の流れを示す。
【００５９】
　　（ガス排出機構）
　ガス排出機構５は、気相部２０ｇ、２１ｇのガスを各タンク２０，２１の外へ排出して
気相部２０ｇ，２１ｇの圧力を調整する。そうして、各タンク２０、２１の過度な膨張に
伴うタンクの破裂を抑制する。ここでは、ガス排出機構５は、水封弁５０を備える。
【００６０】
　　　〈水封弁〉
　水封弁５０は、容器５１と、その内部に貯留される調圧液５１Ｌと、気相部２０ｇ、２
１ｇと連通する連結管５２と、容器５１内のガスを容器５１の外へ排出する排出管５３と
を備える。連結管５２は、一端が各タンク２０、２１の気相部２０ｇ、２１ｇに開口し、
容器５１の気相部を通って調圧液５１Ｌ中に他端が開口している。排出管５３は、一端が
容器５１の気相部５１ｇに開口し、他端が大気中に開口している。
【００６１】
　水封弁５０による気相部２０ｇ、２１ｇのガスの排出動作は次の通りである。各タンク
２０、２１の気相部２０ｇ、２１ｇが正圧（例えば大気圧よりも０．１ｋＰａ～１０ｋＰ
ａ高い圧力）になれば、気相部２０ｇ、２１ｇの気体は連結管５２を通って容器５１の調
圧液５１Ｌ中に排出される。調圧液５１Ｌ中に排出された気体は、気泡となって液中を上
昇し、容器５１の気相部５１ｇに移行する。容器５１の気相部５１ｇの気体は図２の太実
線矢印で示すように排出管５３を介して大気に排出される。そうして、気相部２０ｇ，２
１ｇの正圧を抑制して気相部２０ｇ、２１ｇを大気圧付近に調整することで、タンク２０
、２１の過度な膨張に伴う破裂を抑制する。
【００６２】
　容器５１の材質は、例えば、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）などの樹脂が挙げられる。ポリ
塩化ビニルは、耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性に優れると共に、安価であるた
め好ましい。調圧液５１Ｌの種類は、安価で入手が容易な水もしくは水溶液を用いること
ができる。水溶液としては、例えば、希硫酸溶液などが挙げられる。希硫酸溶液は、低温
環境下であっても凍結し難いため好ましい。
【００６３】
　また、水封弁５０は、気相部２０ｇ、２１ｇの正圧抑制の他、各タンク２０、２１への
気体の逆流を防止する機能も合わせ持つ。各タンク２０、２１の気相部２０ｇ、２１ｇに
繋がる連結管５２の端部が調圧液５１Ｌ中に開口していて、排出管５３を介して大気中に
連通する容器５１の気相部５１ｇの気体が、連結管５２に流入しないようになっているか
らである。
【００６４】
　排出管５３の途中には、ガス除去装置（図示略）を備えることが好ましい。電解液中に
混入している不純物の影響等によって電解液の循環路でガスが発生する場合がある（以降
、電解液中で発生したガスを発生ガスと呼ぶ）。例えば、正極電解液では、酸化反応によ
って酸素、一酸化炭素、二酸化炭素等が発生する可能性があり、負極電解液では、還元反
応によって水素や硫化水素等が発生する可能性がある。この発生ガスは、排出管５３を介
して各タンク２０、２１の外（大気中）に排出される。ガス除去装置を備えることで、発
生ガスを除去（希釈）した状態で大気中に排出できる。ガス除去装置は、例えば、特開２
００７－３１１２０９号公報に記載されるフィルターなどを用いることができる。
【００６５】
　なお、ガス排出機構５は、水封弁５０以外の構成とすることもできる。ガス排出機構５
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は、例えば、気相部２０ｇ，２１ｇに設けられる圧力計と、一端が気相部２０ｇ、２１ｇ
に開口し、他端が大気中に開口する排出管と、その途中に設けられるバルブとを備える構
成でもよい。この構成では、圧力計で気相部２０ｇ，２１ｇの圧力を測定し、その測定結
果に基づいてバルブを開放することで、気相部２０ｇ、２１ｇのガスをタンク２０、２１
の外への排出できる。
【００６６】
　〔作用効果〕
　実施形態２のＲＦ電池によれば、圧力調整バッグ４０により気相部２０ｇ、２１ｇの負
圧を抑制し、ガス排出機構５により気相部２０ｇ、２１ｇの正圧を抑制できる。このよう
に、気相部２０ｇ、２１ｇの正圧抑制と負圧抑制とを異なる部材に分担させられるため、
その正圧抑制と負圧抑制を効果的に行える。また、圧力調整バッグ４０を気相部２０ｇ，
２１ｇの負圧抑制専用にできることで、圧力調整バッグ４０が正圧抑制及び負圧抑制の両
方を兼ねる場合と圧力調整バッグ４０の容積が同じ場合、負圧の抑制可能範囲を広くでき
る。
【００６７】
　〔実施形態３〕
　実施形態３として、図３に示すように、圧力調整バッグ４０及びガス供給機構５を有す
る圧力調整機構４Ｃを備えることに加えて、ガス供給機構７を備えることができる。即ち
、実施形態３に係るＲＦ電池は、ガス供給機構７を備える点が実施形態２のＲＦ電池と相
違し、その他の構成は実施形態２と同様である。以下、実施形態２との相違点を中心に説
明し、実施形態２と同様の構成については、図２と同一符号を付してその説明を省略する
。図３の太実線矢印及び太破線矢印は、気体の流れを示す。
【００６８】
　［ガス供給機構］
　ガス供給機構７は、上述と同様の不活性ガスを含むフローガスを気相部２０ｇ、２１ｇ
に供給する。そうして、気相部２０ｇ，２１ｇに充満する発生ガスを希釈する。希釈した
発生ガスは、ガス排出機構５により各タンク２０、２１の外へ排出できる。ここでは、ガ
ス供給機構７は、ガス供給源７０とガス供給導管７１とを備える。
【００６９】
　　（ガス供給源）
　ガス供給源７０は、各タンク２０，２１に供給する不活性ガスを含むフローガスを貯留
又は発生させる。ガス供給源７０は、例えば、不活性ガスを貯留する貯留部材（ボンベ、
タンクなど）を備える構成としても良いし、或いは不活性ガスを発生させるガス発生装置
を備える構成としても良い。前者の構成は、簡単に構築することができ、好ましい。後者
の構成は、不活性ガスの補充の手間を低減できる。特に、窒素を発生させるガス発生装置
の場合、大気中から窒素を取り出すことができるので、半永久的にフローガスを供給する
ことができる。
【００７０】
　フローガスにおける不活性ガスの割合は、９９．９体積％以上であることが好ましい。
この割合が高いほど、フローガスによる電解液の劣化を抑制することができる。この割合
が９９．９体積％以上であると、理論上、１０年から２０年に渡って運用上実害のない程
度に電解液の劣化が抑制されると考えられる。
【００７１】
　　（ガス供給導管）
　ガス供給導管７１は、ガス供給源７０から各タンク２０，２１の気相部２０ｇ，２１ｇ
にフローガスを供給する（太実線矢印）。ガス供給導管７１の一端は、ガス供給源７０に
接続され、ガス供給導管７２の他端は、各タンク２０、２１の気相部２０ｇ，２１ｇに開
口している。このガス供給導管７１には、気相部２０ｇ，２１ｇへ常時フローガスを供給
し続けるガス流量調整機構が設けられることが好ましい。
【００７２】
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　　　〈ガス流量調整機構〉
　ガス流量調整機構は、ガス供給源７０から各タンク２０，２１に供給されるフローガス
の供給量を所定値以上の一定量に調整する。ガス流量調整機構は、例えば、流量計７２と
バルブ７３とを備える。流量計７２は、ガス供給導管７１に流通するフローガスの流量を
計測する。バルブ７３は、流量計７２で計測した流量に基づいて流量が所定値以上で一定
となるように弁の開度を調整してガス供給導管７１に流通するフローガスの流量を調整す
る。流量に基づく開度の決定やバルブ７３の動作は、図示しない制御部（例えば、コンピ
ュータなど）によって行える。フローガスの各タンク２０、２１への供給量は、例えば、
０．１リットル／分以上で一定とすることが好ましい。そうすれば、気相部２０ｇ、２１
ｇの発生ガスを十分に希釈でき、ガス排出機構５により希釈された発生ガスを排出すれば
気相部２０ｇ，２１ｇの換気を十分に行える。
【００７３】
　［圧力調整機構］
　圧力調整機構４Ｃは、実施形態２と同様、圧力調整バッグ４０とガス排出機構５（水封
弁５０）とを備える。ここでは、圧力調整バッグ４０は、ガス供給導管７１を介して気相
部２０ｇ，２１ｇに連通している。具体的には、一端が圧力調整バッグ４０に接続されて
、他端がガス供給導管７１の途中に連通される連通導管４２が設けられている。
【００７４】
　圧力調整バッグ４０は、各タンク２０、２１の気相部２０ｇ、２１ｇが負圧になると、
収縮して圧力調整バッグ４０内の不活性ガスを図３の太実線矢印に示すように連通導管４
２を流通させてガス供給導管７１に排出する。この不活性ガスは、ガス供給源７０から送
られる不活性ガスと合流して気相部２０ｇ，２１ｇに供給される。そうして、気相部２０
ｇ，２１ｇの圧力を大気圧付近に上昇させる。気相部２０ｇ，２１ｇの負圧が抑制された
ら、ガス供給源７０から送られる不活性ガスの一部が図３の太破線矢印に示すように連結
導管４２を介して圧力調整バッグ４０内へ導入されて貯留される。
【００７５】
　ガス排出機構５は、ガス供給機構７により希釈された発生ガスを排出する。フローガス
の供給により気相部２０ｇ、２１ｇが正圧になれば、発生ガスは、上述したように、連結
管５２、調圧液５１Ｌ、容器５１の気相部５１ｇ、排出管５３の順に通って、大気に排出
される。ガス供給機構７により発生ガスを希釈できるため、発生ガスを低濃度の状態で大
気中に排出できる。
【００７６】
　〔作用効果〕
　実施形態３のＲＦ電池によれば、圧力調整バッグ４０による負圧抑制に加えて、ガス供
給機構７を備えることで、発生ガスを希釈でき、ガス排出機構５を備えることで、発生ガ
スを低濃度の状態で大気中に排出できる。そのため、各タンク２０、２１内を換気でき、
タンク内に有害な発生ガスが滞留することを抑制できる。特に、常時、フローガスを供給
し続ければ、気相部２０ｇ，２１ｇの発生ガスを常に低濃度の状態に保っていられる。
【００７７】
　〔変形例１〕
　変形例１として、各タンクの気相部同士を連通する気相連通管を備えることができる。
上記気相連通管を備えることで、両タンクで一つの気相部と見做せる。そのため、圧力調
整バッグは一方のタンクの気相部にのみ設けてもよい。また、ガス排出機構やガス供給機
構を設ける場合、いずれも圧力調整バッグと同様、一方のタンクの気相部にのみ設けても
よい。例えば、圧力調整バッグ及びガス排出機構は負極電解液タンクに設け、ガス供給機
構は正極電解液タンクに設けることが挙げられる。このとき、ガス供給導管から正極電解
液タンクにフローガスを流すと、その一部は気相連通管を介して負極電解液タンクに導入
される。ＲＦ電池では、負極電解液タンクで有害な発生ガスが発生し易い傾向にある。そ
のため、このように正極電解液タンクから負極電解液タンクにフローガスが流れるように
すれば、有害な発生ガスが正極電解液タンクに導入されることを回避できる。フローガス
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リットル／分以上となるように行うとよい。そうすれば、各タンクの気相部の換気を十分
に行える。
【００７８】
　〔変形例２〕
　変形例２として、ガス供給機構を備える場合、圧力調整バッグはガス供給導管を介して
気相部に連通されず、気相部への直通導管により直接連通されていてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明の一態様に係る電解液循環型電池は、太陽光発電、風力発電などの新エネルギー
の発電に対して、発電出力の変動の安定化、発電電力の余剰時の蓄電、負荷平準化などを
目的とした用途に好適に利用することができる。また、本発明の一態様に係る電解液循環
型電池は、一般的な発電所に併設されて、瞬低・停電対策や負荷平準化を目的とした大容
量の蓄電池としても好適に利用することができる。
【符号の説明】
【００８０】
　１００　ＲＦ電池
　１０　電池セル
　１１　隔膜　１２　正極セル　１３　負極セル
　１４　正極電極　１５　負極電極
　２０　正極電解液タンク　２０ｇ　気相部
　２１　負極電解液タンク　２１ｇ　気相部
　３０、３１　供給流路　３２、３３　排出流路　３４、３５　ポンプ
　４Ａ、４Ｂ、４Ｃ　圧力調整機構
　　４０　圧力調整バッグ
　　　４０ａ　防食層　４０ｂ　酸素遮断層
　　４１　直通導管　４２　連通導管
　　５　　ガス排出機構
　　　５０　水封弁
　　　　５１　容器　５１ｇ　気相部　５１Ｌ　調圧液
　　　　５２　連結管　５３　排出管
　６０　収納箱
　７　ガス供給機構
　　７０　ガス供給源　７１　ガス供給導管　７２　流量計　７３バルブ
　１１０　呼吸袋（圧力調整バッグ）
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